
青森県では、安心して医療を受けられる環境をつくるため、在宅医療提供体制の整備促進に
取り組んでいます。
具体的には、訪問診療を行う医療機関や訪問看護ステーションに対し、必要な医療機器及び

車両の購入費を補助しているほか、新たに在宅医療に取り組む、または拡充する診療所に対し、
医師事務作業補助者（医療クラーク）の人件費を補助しています。
これまで115の病院、診療所、歯科診療所、訪問看護ステーションに対し、合わせて1億1千

万円余りの補助を行ってきました。
今後さらに在宅医療提供体制を充実させていくため、担い手となる医療機関のご意見をお聞

かせください。

○青森県電子申請・届出システムを利用した
オンラインアンケート

・URL：https://s-kantan.jp/pref-aomori-u/offer/offerList
_detail.action?tempSeq=6148

※PCもしくはスマートフォンからご回答いただけます。
※スマートフォンから回答される方は、右のQRコードを
読み込んでください。

・回答締め切り：令和４年２月２８日（月）

回答方法

1

【問い合わせ先】
青森県健康福祉部医療薬務課 地域医療確保グループ
担当：福嶋
電話：017-734-9287（直通）
Mail ：shota_fukushima@pref.aomori.lg.jp

～医療機関の皆様へ～

在宅医療に係る
医療機関アンケート調査のお願い

・回答に当たり、医療機関が特定されるような情報を入力いただく必要はありません。
・回答内容は、医療機関名が特定されない形で、県のホームページや県が行う会議等で公開
する場合があります。

留意事項

参考

・病床の機能分化・連携推進施設設備整費
補助（在宅医療分）

URL:
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/
iryo/R3zaitakuhojo.html

・在宅医療を推進する医療クラーク導入
支援事業

URL：
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/
iryo/R3clerkhojo.html
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